
 

横浜市新型コロナウイルス対策本部会議 

次     第 

日時 令和２年４月７日（火）19時 30分 
場所 市庁舎５階危機管理センター 

災害対策本部会議室 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 緊急事態宣言発出時の本市の体制について 

 

 

 

３ 本市の医療体制について 

 

 

 

４ 主な市民利用施設等の対応について 

 

 

 

５ その他 

 

 

 

６ 閉会 

 



横浜市新型コロナウイルス対策本部体制

職員応援調整チーム

チーム長：総務局長
【構成局】
総務局(部長級)・市民局

【事務分掌】
○職員の再配分・配置に関する
こと

○職員の応援等に関すること
ほか

市本部

本部運営チーム
【構成】
林市長、平原副市長・小林副市長・城副市長・林副市長・高坂危機管理監
危機管理室長・政策局長・総務局長・財政局長・健康福祉局長・保健所長
各チーム長
【事務分掌】
○情報集約及び本部長指示の調整に関すること
○方針の決定・各チームとの総合調整に関すること

本部運営調整チーム（チーム長：危機管理室長・構成員：部長級）
【構成局】

危機管理室・政策局・総務局・財政局・経済局・こども青少年局・健康福祉局・
医療局・教育委員会・市民局・文化観光局・環境創造局 ほか

くらし・経済対策チーム

チーム長：政策局長

【構成局】
政策局（部長級）・経済局・財政局・
市民局・文化観光局・こども青少年
局・健康福祉局・医療局・環境創造
局・建築局・港湾局・水道局・交通
局・教育委員会・区 ほか

【事務分掌】
○市民の暮らしや経済対策に関す
ること

○国の補正への対応 ほか

感染症・医療調整本部
チーム長：健康福祉局長

医療局長

【構成局】
健康福祉局(部長級)・医療局・消
防局

【事務分掌】
○医療に関する総合調整に関す
ること

○医療機関の受入状況等の把握
に関すること ほか

物資チーム

チーム長：経済局長

【構成局】
経済局(部長級)・総務局・国際

局・こども青少年局・医療局・教
育委員会・健康福祉局 ほか

【事務分掌】
○必要な物資の調整・配付に
関すること

○備蓄物資の供給に関するこ
と ほか

広報報道チーム

チーム長：政策局雨宮理事

【構成局】
市民局・政策局・国際局

【事務分掌】
○広報の調整・実施に関する
こと

○市民へのわかりやすい広
報に関すること ほか

説 明 資 料

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日

総 務 局 危 機 管 理 室

※各チームの構成員は課長級



 
 
 

新型コロナウイルス感染症に対応する横浜市の医療提供体制について 
 
 
１．新型コロナウイルス感染症患者の入院医療機関 

今後の患者増大を見据えて、入院が必要な新型コロナウイルス感染症の陽性

患者を受け入れるための病床を、市民病院など、市内の医療機関の協力で約

500 床の準備を進めています。 
 
２．軽症患者・無症状病原体保有者への対応 

新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、無症状・軽症者については、

自宅のほか、宿泊療養施設として、移転後の現市民病院を活用して受け入れま

す。まずは約 200 人の方の受け入れを想定しています。 
  また、宿泊療養施設をなるべく早期に確保するため、公的施設や民間施設等

に対して調整を行っています。 
 
【現市民病院施設概要】 

所在地 横浜市保土ケ谷区岡沢町 56番地 

敷地面積 20,389 ㎡ 延床面積 43,248 ㎡ 

建物 地下３階、地上８階 

病床数 

 

650床 

 西病棟     223床（一般 197床、感染症 26床） 

 南病棟     272床（一般 242床、ICU 10床、救命 HCU 20床） 

 東病棟     135床（一般 119床、CCU ４床、GCU ６床、NICU ６床） 

 緩和ケア病棟   20床 

 ※西病棟 9,119 ㎡（鉄骨鉄筋コンクリート、地下２階地上５階、H3.8竣工） 

 
 
３．医療機関の調整 

横浜市新型コロナ対策本部の下に、地域医療体制維持のための対策を行う感

染症・医療調整本部（通称：Ｙ－ＣＥＲＴ本部）を令和２年４月５日に設置し

ました。 
 

※Ｙ－ＣＥＲＴ（Yokohama Coronavirus Emergency Response Team の略）  

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 
医療局・医療局病院経営本部 



 

 

 

 

主な市民利用施設等の対応について 

 

１ 市民局 

施設名 施設数 現状 今後の対応方針 

地区センター   80  

 

 

５月６日(水)まで 

原則として休館 

 

 
５月６日(水)まで 

原則として休館 

※貸館について

は、県の要請に基

づき対応 

スポーツセンター   18 

コミュニティハウス 

(条例施設) 
  35 

市民協働推進センター   1 

区民活動支援センター   18 

公会堂   17 ５月６日(水)まで 

原則として休館 

(主催者判断により 

一部開館あり) 

横浜文化体育館   1 

横浜国際プール   1 

鶴見川漕艇場   1 開館 

横浜市上郷・森の家   1 
宿泊等一部の業務のみ

実施 

 

２ 文化観光局 

主な施設 施設数 現状 今後の対応方針 

象の鼻テラス、 

横浜人形の家など 

５施設 
※工事等による休

館も含む 
５月６日まで休館 

現在の対応を継続 

横浜美術館、 

横浜みなとみらいホ

ール、三溪園など 

30 施設 

５月６日まで一部休館 

（主催者判断による 

貸館利用あり） 

５月６日まで原則休館 

※貸館については県の 

要請に基づき対応 

パシフィコ横浜、 

横浜アリーナなど 
３施設 

貸館を基本とする施設

のため感染防止策を

徹底のうえ、利用可 

５月６日まで原則利用

休止 

※貸館については県の 

要請に基づき対応 

 ５月６日まで、所管施設すべてを休館・利用休止とするため、期間中の貸館 

利用予定者には、丁寧な説明を行います。 

市内公設観光案内所（横浜駅、桜木町駅、新横浜駅）についても、５月６日 

まで臨時休業します。 

説 明 資 料 
令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 
対 策 本 部 



３ 経済局 

 

４ 環境創造局 

〇 環境創造局所管施設の対応について 

 緊急事態宣言に伴う外出自粛要請を踏まえ、下記施設について休館及び利用

休止とします。なお、これ以外の公園の園地などでの散策等は利用可とします。 

施設名 箇所数 現状 今後の対応方針 

動物園００００ 

屋内プールなど 
２３ 

５月６日（水）まで 

全面休館 
現在の対応を継続 

山手西洋館など ９ 

５月６日（水）まで 

一部休館 

（主催者判断による 

貸館利用あり） 

５月６日（水）まで 

原則全面休館 

※貸館については県の

要請に基づき対応 

屋外施設等 

野球場０００

０テニスコート 

 バーベキュー場 

など 

２３２ 

（内 地元管理 

１４７） 

利用可 

（感染防止対策の 

徹底等） 

５月６日（水）まで 

利用休止 

（地元管理の多目的広

場等の自由利用は可） 

※ 各公園の売店等も原則営業休止とします。 

※ 行為許可によるイベントや撮影も中止、延期を要請。 

（必要に応じて取消も検討） 

※ ガーデンネックレス横浜 2020は、５月６日（水）まで中止します。 

※ 海の公園区域での潮干狩りは、今年は禁止します。 

 

５ 資源循環局 

施設名 箇所数 現状 今後の対応方針 

神明台処分地

スポーツ施設 

（軟式野球場

サッカー場、

多目的広場

等） 

１ 

利用可 

（感染防止対策の

徹底等） 

５月６日（水）ま

で利用休止 

 

 

 

 

施設名 現状 今後の対応方針 

横浜市金沢産業振興

センター 

野球場、グラウンド、テニスコ

ートは利用中 

５月６日（水）まで利

用休止 



６ 港湾局 

 

７ 教育委員会事務局 

施設名 箇所数 今後の対応方針 

市立図書館 18 

現在、閲覧席、学習室など閲覧エ

リアへの立入を禁止し、予約した図

書の貸出、図書の返却、図書の予約

受付などの一部のサービスに限定し

ています。 

県の方針によっては、閉館する可

能性があります。 

 

 

施設名 箇所数  現状 今後の対応方針 

横浜市海づり施設 

（本牧、大黒、磯子） 
３  平日開所 

5月 6日（水）

まで 

利用休止 

横浜港シンボルタワー １  平日開所 

八景島緑地 １  平日開所 

大黒ふ頭中央緑地 

（サッカー場、グラウンド、 

テニスコート） 

１  全日開所 



 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症防止対策にかかる 

緊急事態宣言の発令に伴い対応を変更する主な事業について 

 

 

 

１ 保育・放課後関連事業等について 

 

・保育所・幼保連携型認定こども園等 

・放課後児童育成事業 

・放課後等デイサービス 

・地域療育センター 

 

以上の事業については、神奈川県からの要請に基づいた対応等を行いますが、仮に要請に基

づき休園・閉所する場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続す

ることが必要な場合や、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合などについては、引

き続き、子どもの受け入れやサービスの提供を行います。 

 

 

２ 乳幼児健康診査等 

緊急事態宣言の発令に伴い、すみやかに休止します。 

※4 月 9日以降は休止しますが、4月 8日については、すでに対象者に案内を送付しており、当日中止する

と大きな混乱が生じる恐れがあることから、会場に来られた方については健診を行えるよう体制を整え

ます。 

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 
こ ど も 青 少 年 局 
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